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「千葉県病院局中期経営計画」の概要について  
 

  

（１）策定の目的 

県立病院が刻々と変化する医療環境や県民ニーズに適切に対応し、県民

が求め、納得する医療を提供し、真に県民に信頼され、選択される病院づ

くりと経営の安定化を実現するため、中期経営計画を策定しました。 

 

（２）計画期間 

     平成 17 年度から 19 年度までの 3か年間としました。 

 

（３）計画目標 

ア 患者サービスの向上を目指すこととしました。 

イ 良質な医療サービスの安定的提供を目指すこととしました。 

ウ 経営基盤の確立を目指すこととしました。 

 

（４）計画内容 

ア 県民及び患者さんの視点に立ち、県立病院の果たすべき役割を明確

にしました。 

イ 県立 7病院のネットワーク化を進め､人材や医療機器の相互活用など

有機的な機能連携を強化しました。 

ウ 各病院の特色を生かすため必要な投資を行い､県民から評価・選択さ

れる病院づくりに取り組みました。 

エ 民間の経営手法を積極的に取り入れるなど経営の抜本的な改革に取

り組みました。 

オ 従来の病院運営を抜本的に見直し、経営の総点検を行いました。 

カ 計画策定に病院の職員が参加するシステムを確立しました。 

キ 財政収支計画等に具体的な数値目標を定めました。 
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（５）収支計画 
                            （単位：百万） 

Ｈ15 年度 Ｈ16 年度 Ｈ17 年度 Ｈ18 年度 Ｈ19 年度 
区  分 

実績 予定 計画 計画 計画 
収 益  (Ａ) 36,008 34,986 36,520 38,199 39,271 
 医業収益(a) 25,775 26,205 27,509 29,048 30,023 
 医業外収益 10,233 8,771 9,011 9,151 9,248 
 特別利益  10    
費 用  (Ｂ) 38,063 37,953 37,983 38,829 39,453 
 医業費用(b) 36,082 35,671 36,173 37,065 37,711 
 医業外費用 1,981 1,830 1,810 1,764 1,742 
 特別損失  452    
収 支(A) -(B) △2,055 △2,967 △1,463 △630 △182 
医業収支差 

    (a)‐(b) 
 

△10,306 
 

△9,467 
 

△8,664 
 

△8,017 
 

△7,687 
 
 ア 年度別収支計画 

平成15年度と19年度を比較すると、 

医業収益については、新たに診療部の開設、地域医療機関との連携、病床

利用率の向上､平均在院日数の短縮などによる患者の増加への取り組みの強

化、あるいは費用対効果の見込める高額医療機器の導入等により、約２５８

億円から約３００億円と約４２億万円の増を見込んでいます。 

また、医業費用では、共同購入等により材料費比率を３．２％の縮減、経

費比率も業務委託契約の見直しや業務の見直しを行うことにより効率的な人

員配置に努め、人件費の抑制を図る等により２．０％の縮減、などの経営改善

策に取り組むことにより、約３６１億円から約３７７億円と１６億円の増に留

まることとなっております。 

 

 イ 収支差 

  （ア）全体の収支差を平成 15 年度と 19 年度で比較すると、経営改善によ

り、マイナス約２１億円からマイナス約１億８千万円と１８億円の縮減が

図られております。 

（イ）医業収支差はマイナス約１０３億円からマイナス約７７億円と２６

億円の改善が図られております。 
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県 立 病 院 間 の ネ ッ ト ワ ー ク 機 能 の 強 化
地 域 医 療 機 関 等 と の 機 能 連 携 の 強 化

学 会 等 で の 業 績 発 表

症 例 検 討 の 充 実
基 礎 研 究 の 充 実

（３）安心・安全な医療の提供

（２）医療水準の向上

（１）組織体制・人事管理等の
　　見直し

（４）人材の育成

院 内 感 染 防 止 対 策 の 徹 底

職 員 表 彰 制 度 の 充 実
研 修 支 援 制 度 の 整 備

新 医 師 臨 床 研 修 の 充 実

医 師 等 医 療 従 事 者 の 業 績 評 価 制 度 の 導 入

学 会 参 加 等 学 術 活 動 の 促 進
医 療 事 務 従 事 者 の 育 成

（５）人材の確保

（３）効率的な病院運営

患 者 へ の カ ル テ の 開 示
イ ン フ ォ ー ム ド コ ン セ ン ト の 充 実

患 者 満 足 度 調 査 の 実 施

医 療 技 術 者 の 研 修 の 充 実

医 療 情 報 の 共 有 化
医 療 事 故 防 止 対 策 の 充 実

危 機 管 理 体 制 の 確 立

（２）経営改善に向けた組織的な
　　取組

県 民 公 開 講 座 の 開 催

医 療 施 策 等 の 反 映

後発医薬品（ジェネリック医薬品）の利用促進

ア メ ニ テ ィ の 向 上

専 門 外 来 の 拡 充

患 者 の 権 利 ・ 義 務 に 関 す る 憲 章 の 制 定

高 度 専 門 医 療 の 推 進
臨 床 研 究 の 充 実

意 見 、 要 望 等 へ の 適 切 な 対 応
病 院 懇 話 会 の 設 置

医 療 相 談 等 の 充 実
接 遇 の 向 上
外 来 待 ち 時 間 の 短 縮
ボ ラ ン テ ィ ア の 受 入

病 院 の 診 療 機 能 情 報 の 提 供

組 織 的 取 組

病 院 事 業 診 断

レ ジ デ ン ト 制 度 の 導 入

庁 内 公 募 の 活 用
採 用 試 験 制 度 の 見 直 し

民 間 人 材 の 活 用

外 部 評 価 の 反 映
業 績 評 価 の 導 入

病 院 運 営 組 織 の 改 革

材 料 費 の 削 減
医 療 機 器 の 購 入 方 法 等 の 検 討
業 務 委 託 契 約 の 見 直 し

職 員 定 数 の 見 直 し
人 事 管 理 の 見 直 し

職 員 の 意 識 改 革

Ｉ Ｔ 化 の 推 進
病 床 運 用 の 効 率 化

診 療 報 酬 請 求 の 適 正 化
未 収 金 対 策 の 強 化

（５）費用の削減

安定的提供

経 営 基 盤 の 確 立

根 拠 に 基 づ く 医 療 （ Ｅ Ｂ Ｍ ） の 推 進
ク リ ニ カ ル パ ス の 充 実

良質な医療サービスの

（４）収入の確保

人 材 及 び 医 療 機 器 の 有 効 活 用

人 件 費 の 削 減

一 般 会 計 と の 負 担 区 分 の 明 確 化

（１）医療の質の向上

（１）患者の権利・義務の明確化

（３）利用者サービス・アメニ
　　ティの向上

（２）利用者等の意向に配慮した
　　病院運営

（４）県民への情報発信の推進

患者サービスの向上

中期経営計画施策体系図
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平成１７年度中期経営計画主要施策等の上半期の状況（概況） 
 

  １ 患者サービスの向上 
 

   ① 患者さんへのカルテ開示 

      各県立病院の医療局長からなる「医療局長会議」においてカルテ開示の現状と

問題点について協議を行い、平成１８年３月までに、「県立病院における診療情報

の提供に関する指針」の見直しを行ってゆく。 

      また、佐原病院、がんセンターではベッドサイドでの開示を行っている。 
 

   ② インフォームドコンセント 

      医療局長会議において、各県立病院におけるインフォームコンセントの現状と

今後のあり方について協議を行った。  平成１８年３月までに「インフォームド

コンセント実践マニュアル」を検討・作成する。 
 

   ② 患者満足度調査 

      各病院で計画的に実施し、調査結果をもとに病院運営等に反映させてゆく。 

      上半期は、佐原病院において、外来・入院いずれも実施し、アンケート結果を

院内掲示し、対応状況等を利用者に周知した。 

      こども病院においては、年１回の定期的な実施に加えて、簡易項目によるアン

ケートを四半期ごとに実施するなど特徴的な取り組みも実施している。  

            引き続き、各病院で定期的な実施に努めていくこととしている。 
 

   ③ セカンドオピニオン 

      医療局長会議において、平成１６年度実施した、県立７病院のドクターへのア

ンケート調査を参考に現状及び問題点の把握を行った。 

      「セカンドオピニオン外来」の設置に向けた具体的検討を進めていく。 
 

   ④ 後発医薬品（ジェネリック医薬品）の利用促進 

      平成１７年９月に「後発医薬品採用促進委員会」を設置した。 

      ・委員長・・・佐原病院長 

      ・構成員・・・医療局長２名、薬剤部長２名、経営管理課長、経営管理課主幹 

      後発医薬品採用促進委員会において、採用促進に当たっての問題点、採用可能

品目の洗い出し、採用促進のための具体的方策の検討を進める。 
    

⑤ 県民公開講座 

      上半期は、各病院あわせて８回の公開講座を実施、中でも、 

がんセンター公開講座では、参加者３５０人、 

精神科医療センターでは、参加者２６０人の実績である。 

      下半期には、１１月２９日の千葉市以外での第一回の公開講座を船橋市で開催、

今後、２月１１日にも７病院挙げての公開講座を予定している。 
 

  ２ 良質な医療サービス 
 

   ⑥ 地域医療機関との機能連携の強化 

      平成１７年４月から、各病院の地域連携室にＭＳＷを１名配置し、地域医療連

携体制を強化した。各病院において、地域医療連携ルームの設置、研修会の開催、
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病院機能の地域医療機関への解放等、地域医療機関等との機能連携の積極的な取

り組みが行われている。 （例）こども病院＝「地域医療支援病院」としての機能の強化、     

佐原病院＝地域医療連携センターの設置、専任の訪問看護師配置 

                 

   ⑦ 医療事故防止 

      医療安全対策会議では、安全管理指針の見直し作業を行うとともに、事例検討

会をテレビ会議システムにより毎月開催し、活発な議論を展開している。 

      平成１７年度中には、安全管理指針の改訂版を作成する予定であり、更に安心・

安全な医療の提供に努める。 
 

⑧ 人材の育成・人材の確保 

      医療事務従事者の育成では、経理担当者研修会を開催。 

      また、医療事務従事者のスペシャリスト名簿を作成した。 

      新医師臨床研修の充実では、平成１８年度研修生の募集を行うとともに、レジ

デント制度の導入に向けて、１８年度の修練科目の決定や臨床研修医の希望調査

を行い、第２・四半期からレジデントの募集を開始した。 
 

  ３ 経営基盤の確立 
 

   ⑨ 効率的な病院経営 

      高額医療機器について、救急医療センターで更新したＭＲＩについて、がんセ

ンター及び精神科医療センターとの共同利用を本年５月から開始。 

      また、病床運用の効率化では、がんセンターにおいては、病床運用の見直しを

行い、病院全体として病床運用を行うこととし、また、紹介・予約のない患者も

受け入れるなど、積極的な新患の受入を行った。 

      また、こども病院及び循環器病センターにおいても効率的な病床運用を図った。 
 

   ⑩ 未収金対策の強化 

      未収金発生防止、未収金回収のマニュアルを１７年７月に作成。 

      各種会議を通じてマニュアルの周知を図るとともに、毎月事例検討会を開催し、

電話催告、臨戸徴収等を実施している。 

      さらに、少額訴訟等の法的措置の検討や高額事例の検討会の開催等により、効

率的な回収に努める。 
 

   ⑪ 費用の削減 

      物流管理（ＳＰＤ）検討委員会を設置。 

      院内物流管理の見直しや運営の効率化を図るため、９月に第一回の会議を開催

したほか、１０月、１２月とそれぞれ１回ずつ開催している。 

      また、医療機器の購入方法等の検討については、契約制度等検討委員会設置要

綱を改正し、新たに専門部会を設置した。（医薬品部会、診療材料部会、給食業務

委託部会、医事業務委託部会、臨床検査業務委託部会） 

 

  ４ その他（組織的な取組） 

上半期に立ち上げた会議、委員会等 

    ・「医療局長会議」 ・「後発医薬品採用促進委員会」 ・「院内物流検討委員会」 

・「患者の権利・義務に関する憲章検討会議」 

    ※ その他、既存の｢経営会議｣、「各職種別会議」等の定期的開催に努めている。 
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千葉県病院局中期経営計画における主要施策の進捗状況等 

1．患者サービスの向上 

項目 現在の取組状況 今後の取組方針 平成１７年度上半期の取組(進捗)状況 今後の取組計画 

①患者の権利・義務に関する憲章

の制定 

現在、病院毎に制定している｢病

院憲章＊｣の中に、患者さんの権利

等に関する規定を設け、院内掲示

や入院案内等により周知を図って

います。 

 

 

患者さんや家族の権利・義務を

定めた県立病院共通の「患者の権

利及び義務に関する憲章」を制定

し、広く周知を図ることにより、

県立病院を挙げて患者さんの権利

等の尊重に取り組みます。 

 

平成１７年９月 

｢患者の権利・義務に関する憲章｣検討会議を設置。

・ 座 長：救急医療センター長 

・ 構成員：各病院から１名（看護２、事務 １、

栄養１、薬剤１、ＰＳＷ１） 

  

・他都道府県における制定状況を調査した。 

・平成１８年３月まで 

憲章(案)を作成し、パブリックコメントを実施す

る。 

・平成１８年度第１・四半期 

  ・運営懇談会に憲章(案)を報告。 

 ・ホームページへの掲載。 

②患者さんへのカルテの開示 

「県立病院における診療情報の

提供に関する指針＊」に基づき患者

さんからの請求により開示してい

ます。 

 

 

患者さんと病院との信頼関係及

び患者サービスの向上を図るた

め、電子カルテ＊の導入等を念頭

に、より積極的な開示方法等を検

討し、実施します。 

なお、カルテ等の患者さんの個

人情報については、千葉県個人情

報保護条例に基づき、個人情報の

漏洩、滅失、毀損の防止、その他

個人情報の適切な管理のために必

要な措置を講じます。 

 

 

 各県立病院の医療局長から成る｢医療局長会議｣

において、カルテ開示の現状と問題点について協

議した。 

 

○佐原病院・・・週１回入院患者のベッドサイドに

カルテを置き開示している。 

○がんセンター・・・Ｈ１７．６月から、一部診療

科で同様の試みを開始している。 

 

・平成１８年３月まで 

・「県立病院における診療情報の提供に係る指針」

の一部改正を行う。 

  （遺族への開示の制限を撤廃） 

 

 

○がんセンター・・・・全診療科で実施予定 
(1) 患 者 の 権

利・義務の明確

化 

③インフォームド・コンセント＊の

充実 

患者自らが治療方法を選択する

自己決定権の尊重が求められてい

ることから、インフォームド･コン

セントを推進しています。 

 

 

 

医師に対する研修や実践マニュ

アルの作成等により、インフォー

ムド･コンセントの一層の充実を

図っていきます。 

また、検査、処置、服薬指導、

栄養指導等の各種説明書の改善を

図ります。 

 

・各県立病院の医療局長から成る｢医療局長会議｣に

おいて、各県立病院におけるインフォームド・コン

セントの現状と今後のあり方について協議した。 

 

・各職種別会議において、各病院が使用している検

査、処置、服薬、栄養等の指導に係る説明書を持ち

寄り、改善等について協議した。     

 

・平成１８年３月まで 

  ・「インフォームド・コンセント実践マニュアル」

を作成する。 

  ・各種の説明書の見直しを行う。 

・平成１８年度以降 

  ・医師、コ・メディカルへの研修により、適切

なインフォームド・コンセントの徹底を図る。 

(2)利 用 者 等 の

意向に配慮した

病院運営 

 

 

 

 

①患者満足度調査の実施 

患者満足度調査は、個々の病院

の取り組みに差異がありました

が、平成16年度に全県立病院で｢患

者満足度アンケート｣を実施した

ところです。 

 

 

平成16年度に実施した｢患者満

足度調査｣の結果を病院運営に反

映させるとともに、今後も、全病

院で、定期的に患者満足度調査を

実施し、サービス向上に役立てま

す。 

 

 

 

○こども病院 

  ・アンケート集計結果を院内に掲示。 

・年１回の定期的実施に加えて、簡易項目によ

るアンケートを四半期毎に実施することとした

 

○佐原病院   外来7/11～15日実施 

        入院7/18～22日実施 

  ・アンケート集計結果を院内に掲示。 

 

・他の病院は、第三四半期以降実施 

・引き続き、定期的に患者満足度調査を実施する。 

・アンケート集計結果及び対応・改善状況を院内に掲

示して利用者に周知する。 
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1．患者サービスの向上 

項目 現在の取組状況 今後の取組方針 平成１７年度上半期の取組(進捗)状況 今後の取組計画 

②意見、要望等への適切な対応 

各病院に｢意見箱｣を設置し、出

された意見に対する回答を掲示す

るほか、個別の意見、要望等につ

いては、適宜対応しています。 

 

 

患者さんからの意見・要望等を

迅速かつ適切に対応するため、内

容に応じて、適切な対応部門へ引

き継ぐ体制を整備するとともに院

内掲示等により対応します。 

・各病院とも意見箱設置、院内掲示。 

上半期実績 

○がん２３通○救急１９通○こども１３０通○循環

器３４通○東金２０通○佐原４２通。 

○救急 センター内連絡会で報告 

○佐原 「院長への手紙」を「患者さんの声」へ変更

 患者さんの意見等を会議での周知や院内掲示等実

施し、意見・要望等に迅速且つ適切に対応してゆく。

 

③病院懇話会の設置 

利用者本位で、信頼される病院

づくりを進めていくため、地域住

民や利用者と病院関係者等から成

る病院懇話会を、平成16年度から

各県立病院に設置しました。 

 

病院懇話会を定期的に開催し、

県民や利用者の声を病院運営に反

映します。 

・Ｈ１７．６月までに、全病院で懇話会を開催。 

○佐原病院 

  第２回懇話会開催（９／２９） 

 

引き続き定期的に開催（年１回以上）することと

している。 

④医療施策等の反映 

健康福祉部と連携しながら、千

葉県の医療施策や保健医療計画の

もと、政策医療を提供しています。 

 

健康福祉部との調整会議の開催

等により医療施策や先進事例等を

病院事業に反映します。 

・健康福祉部で作成中の次期保健医療計画にそれぞれ

の県立病院の位置づけや役割などに関する病院局の

意見を反映させるべく、連絡調整を行っている。 

・東金病院の機能を引継ぐ山武地域医療センター構想

のあり方について健康福祉部と連絡調整を行った。 

 今後も保健医療計画の会議等に参画。 

  

(2) 利 用 者 等 の

意向に配慮した

病院運営 

 

⑤専門外来の拡充 

ア 女性専用外来の充実 

女性医師により、性差を考慮

した診断、治療を行う専門外来

として、全国の県立病院では初

めて平成13年9月に東金病院で

開設し、その後平成14年6月に循

環器病センター、平成15年12月

に佐原病院で開設しています。 

イ セカンド・オピニオン＊外来

の充実 

従来は、患者さんに対して主

治医が最もよいと思う治療方針

を勧めていましたが、最近は、

治療方法に不安のある患者さん

が、主治医以外の医師に相談し

て意見を聞く、いわゆるセカン

ド・オピニオンが診断、治療を

自己決定する際に有効であると

されています。 

平成16年7月に実施した県立病院

の医師に対するアンケート結果で

も、65％が「セカンド・オピニオ

ンの意見を求められたことがあ

る」としており、県立病院におけ

るセカンド・オピニオンに対する

県民の期待は大きいものと受け止

めています。 

 

 

・性差医療に携わる人材育成 

・医師と看護師やコ・メディカル
＊スタッフの連携 

・地域のネットワークづくり 

について、医療行政と一体となっ

て推進します。 

 

 

 

 

県立病院として、患者さんのニ

ーズに適切に対応し、県民の信頼

に応えていくためにも、セカンド・

オピニオンの受けやすい環境作り

を推進していきます。 

ア 女性専用外来 

○東金病院 

  ・千葉県下の女性外来・女性医師による健康相

談受診者調査結果の解析を行った。 

・県内の女性専用外来担当医師の定例研修会を

月１回開催している。 

・院内及び院外の女性医療関係スタッフの定例

研修会を月１回開催している。 

・医療スタッフの連携による診療の充実を図る

ため、院内及び院外の女性医療に関わる医療ス

タッフが毎月１回定期的にカンファレンスを

開催している。 

○佐原病院 

   ・医師と看護師のカンファレンスを週１回実施

 

イ セカンドオピニオン 

  ・各病院の医療局長から成る「医療局長会議」に

おいて、現状及び問題点の把握、今後の実施方式

の検討を進めている。 

・他都県での実施状況の調査を行った。 

 

ア 

 

 ・調査結果をもとに拡充・強化を図る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ 

  平成１７年度中に実施方式を確定し、１８年度か

ら本格的に実施するものとする。 
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1．患者サービスの向上 

項目 現在の取組状況 今後の取組方針 平成１７年度上半期の取組(進捗)状況 今後の取組計画 

(2) 利 用 者 等 の

意向に配慮した

病院運営 

⑥後発医薬品（ジェネリック医薬

品）の利用推進 

後発医薬品は、開発コストが少

なくて済む分、価格が安いため、

医療費の患者負担の軽減に貢献で

きることから、県立病院では導入

を進めています。 

県立7病院全体の購入医薬品数

割合では、平成13年度、3.26％か

ら、平成16年12月現在、4.42％と、

徐々に増加しています。 

 

今後は、後発医薬品採用促進委

員会を設置し、採用品目を決定の

上各病院での利用促進を推進して

いきます。 

・平成１７年９月に「後発医薬品採用促進委員会」を

設置した。 

・ 委員長・・・佐原病院長 

・ 構成員・・・医療局長２名、薬剤部長２名 

          経営管理課長、経営管理課主幹

※平成１７年７月末現在の後発医薬品採用状況 

   ７病院計 ４２０品目  

・後発医薬品採用促進委員会において、採用促進に当

たっての問題点、採用可能品目の洗い出し、採用促進

のための具体的方策の検討を進めていく。 

 

 

※平成１９年度採用品目の目標数値 

７病院計 ４６１品目 

    

①医療相談等の充実 

各病院の実情に応じて、医師、

看護師、ＭＳＷ＊等を中心に医療

相談の受付・対応に当たっていま

す。 

 

 

在宅ケアに関する相談、地域の

医療機関への紹介、経済的問題に

関する相談など、医療面はもとよ

り、生活面を含めた患者・家族か

らの相談に適切に対応できる体制

を確保するため「医療相談窓口」

を設置します。 

Ｈ１７．４月から、各病院の地域医療連携室にＭＳ

Ｗ１名を配置し、医療相談体制を整備した。 

○がんセンター 

    ４月２５日、地域連携室運営委員会開催（以後月

１回開催）し、相談内容の評価検討を行っている。

○佐原病院 

  4/1地域医療連携センターを設置。センターは医

療連携室、医療相談室、訪問看護室で組織的活動。

今後も医療相談体制の充実を図っていく。 

②接遇の向上 

看護部門を中心に、各病院の実

情に応じて職場内研修等を行って

います。 

 

 

各職場の接遇リーダーを養成す

るため、研修会を開催し、接遇の

向上を図ります。 

患者さんに接する機会の多い職

員に対し接遇研修を実施します。

職員向け「接遇リーフレット」

を作成し配布します。 

 

○こども病院 

「病院ポケットマニュアル」を職員が携帯し、利

用者への説明等に配慮している。 

○救急医療センター 

  「利用者の声」をもとに接遇の向上に努めている。

○東金病院 

  全自病協主催の研修会に３名参加。 

○佐原病院 

 ・患者への一声運動の徹底に取り組んでいる。 

 ・患者の立場を考えた「入院案内」の改善に向けた

検討を行っている。 

・接遇リーフレットを作成し、各病院に配布する。 

○救急医療センター 

 ・全自病協主催の研修会に５名参加予定 

  （H17.11月、12月） 

○こども病院 

 ・11/11外部講師による接遇研修会開催（70名程度）

○東金病院 

 ・H18.1月、接遇研修会開催に向け準備中。 

○佐原病院 

 ・H17第４四半期から、見直し後の「入院案内」の

使用を開始するとともに、ＨＰに掲載。 

③外来待ち時間の短縮 

診療予約制を実施しています。 

オーダリングシステム＊の導入

により、検査、会計等での待ち時

間の短縮を図っています。 

 

事務の効率化を図ることによ

り、待ち時間の短縮を図ります。

また、待ち時間に対する患者さん

の心理的負担を軽減できる対策の

導入に取り組みます。 

○循環器病センター 

  外来待合コーナーに７月から情報パンフレット

コーナーを設置。県の観光、イベント案内など。 

○佐原病院 

  受付・会計窓口での混雑状況に応じた窓口担当者

の増員、高度救急患者発生時における外来診療待ち

患者への適切な説明を行っている。 

 

○がんセンター 

 ・外来待ち時間の解消システムの導入に向けて、予

約システムとの関連を含めて検討していく。 

 ・食堂へ飲料の自動販売機を設置し、懇談スペース

として活用し始めた。 

○循環器病センター 

 ・外来待合に図書コーナーを１１月から設置。 

(3) 利 用 者 サ ー

ビス・アメニテ

ィ＊の向上 

④ボランティアの受入 

外来の案内や小児患者の遊び相

手、図書貸し出しサービス等、病

院ボランティアを受け入れていま

す。 

 

 

病院ボランティアの受入を積極

的に推進し、きめこまやかな患者

サービスを提供します。 

※ボランティア受入状況 

   平成１６年度    ４，０８０人 

   平成１７年８月末  ２，１８１人 

・コーディネーターについて 

  がんセンターは外部(大学教授)、こども病院はボ

ランティア団体の代表者、佐原病院は看護師など、

各病院それぞれのやり方でコーディネートが行わ

れている。 

・ボランティアの積極的な受入に向けて、各病院と連

携を諮り、具体的方策（受入体制、募集方法、採用条

件、採用に関する留意点等）の検討を進めていく。 
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1．患者サービスの向上 

項目 現在の取組状況 今後の取組方針 平成１７年度上半期の取組(進捗)状況 今後の取組計画 

(3) 利 用 者 サ ー

ビス・アメニテ

ィの向上 

⑤アメニティ＊の向上 

病院内の快適な療養環境の整備

を図るため、院内の清潔保持や設

備の充実に努めています。 

例えば、こども病院にプレイル

ームを設置したり、佐原病院では

遊歩道の整備を行う等、それぞれ

の病院で、利用者に配慮した環境

整備に努めています。 

 

 

患者満足度調査の結果など利用

者の声を病院内の環境整備に反映

させ、一層のアメニティの向上に

努めます。 

○がんセンター  

  職員による自主点検の実施 

○救急医療センター 

職員による自主点検の実施 

○循環器病センター 

県立鶴舞桜ヶ丘高校の生徒による花壇の飾り付

けを病院の各所で実施。ギャラリー展示（定期更新）

○東金病院 

  ・植栽の整備及び花壇の花苗の植え付け 

  ・ボランティアによる受付カウンター及び中央通

路へ「こどもの絵」及び花の飾り付け（定期更

新） 

○佐原病院 

  ・花壇の整備・花苗の植栽 

  ・絵画・写真・切り絵等の１階通路ギャラリー展

示（定期更新） 

○がんセンター 

 ・西病棟のトイレ、浴室を平成１７年度中に改修。

  ・車椅子１０台を新たに配置。 

○循環器病センター 

 ・新治療棟が１８年３月に完成することから、新治

療等の空きスペース等にアメニティ向上のための

利用を検討してゆく。 

①病院の診療機能情報の提供 

各県立病院の診療内容や受診方

法等について、ホームページに掲

載しています。 

 

患者さんが医療機関を選択する

際の参考となる手術件数、治療実

績、最新の医療情報等をホームペ

ージ等で積極的に提供します。 

さらに、新たな病院情報システ

ム＊の導入等の進捗に合わせ、新

たな治療方法などの情報の提供を

拡大し、一層の充実に努めます。

 

○がんセンター 

  手術件数、生存率等のホームページ、広報誌への

掲載 

○救急医療センター 

  ＨＰ作成委員会で内容全面見直し。 

○こども病院 

  各科の医師名、専門医の配置状況を掲載した。 

○東金病院 

  ＨＰ管理委員会を立ち上げ、定期更新を実施。 

○佐原病院 

  ＨＰ作成グループ会議による掲載内容見直し。 

・ホームページの掲載内容の定期的更新に努めるとと

もに、内容の充実を図っていく。 

 今後の検討内容 

（１）高齢者・障害者の利用を配慮したデザイン構成

   ・見やすさ 

・使いやすさ 

（２）共通で掲載すべき項目 

   原則、医療法６９条に基づいた項目 

   ・施設情報 

   ・診療案内 

   ・アクセス情報 

   ・個人情報保護、診療情報提供に関する事項 

（３）維持管理 

   ・更新作業のあり方 

 

(4) 県 民 へ の 情

報発信の推進 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②県民公開講座の開催 

県民に関心の高い疾病の予防・

治療に関することや、県立病院に

おける診療等の内容、先進的取組

の紹介等をテーマとした「医療に

関する公開講座」を年1回開催して

いるほか、各病院でも随時「公開

講座」を開催しています。 

 

 

 

公開講座の開催に当たっては、

より県民の関心の高いテーマを選

択するほか、内容の充実に努める

とともに、より多くの県民の皆さ

んに参加していただくため、積極

的な広報に努めます。 

・「学術集会運営委員会」を２回開催し、「医療に関す

る公開講座」の開催計画を検討 

 

・千葉市以外での公開講座の開催に向けた関係機関と

の調整を行った。 

  

・各病院での主な開催実績 

 ○がんセンター・・・９／２４（参加３５０人） 

   知事、国立がんセンター総長、千葉大学長参加

 ○救急医療センター・・・９／９（２２人） 

 ○精神科 〃   ・・・６／４（２６０人） 

 ○循環器病センター・・・５／２８（１２０人） 

 ○東金病院・・５／２２（５３人）、 

７／１０（６７人）、９／２５（４０人）

 ○佐原病院・・・・・・・６／３０（１００人） 

→H18.2.11開催予定「医療に関する公開講座」 

 

 

→H17.11.29船橋市で開催 

    テーマ＝小児医療、生活習慣病 

    HP、県民だよりのほか、市医師会、船橋市

広報、老人福祉センター、保育所、幼稚園、

保健所等を通じて広報 

 

各病院での公開講座 

○がんセンター １／２８開催予定 

○こども病院 ２月下旬開催予定 

○循環器病センター  １０／２９（１５０人） 

○東金病院  １１／２３（３１人） 

       １／２２、３／１９開催予定 
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2．良質な医療サービスの安定的提供 

項目 現在の取組状況 今後の取組方針 平成１７年度上半期の取組(進捗)状況 今後の取組計画 

①根拠に基づく医療（ＥＢＭ）＊

の推進 

医療の質の向上を図る上で、過

去の治療成績などの根拠（エビデ

ンス)に基づき、科学性に裏付けら

れた医療の提供を行っていくこと

が不可欠です。 

各専門学会策定のガイドライン

等に従い、取り組みを進めていま

す。 

 

 

・根拠に基づく医療の推進に関す

る最新情報の収集に努めるととも

に、院内での研修等を強化し、一

層の推進を図ります。 

各病院での取組 

 ・各病院 

    症例検討会等の開催。 

○がんセンター 

  4月にプロトコール開発委員会を設置し、症例に

対する診療方法の標準化に努めた。 

 

 

②クリニカルパス＊の充実 

安全かつ効果的な医療の提供やチ

ーム医療＊の促進、また、インフ

ォームド・コンセント＊の実施の

容易さや医療材料の効率的活用等

の観点から、クリニカルパスを積

極的に導入・実施していくことが

不可欠です。既に各病院・診療科

において充実に努めていますが、

さらなる取り組みが必要です。 

 

医師、看護師、薬剤師、検査技

師等各職種から構成される委員会

等において、クリニカルパスの作

成、実施途中での評価・再検討等

を行い、実効性のあるクリニカル

パスの導入を図ります。 

 

・医療局長会議において各病院の実情及び問題点等に

ついて協議した。（５／２３、９／２１） 

(各病院の取組の現状) 

○精神科医療センター 

 ・新たにクリニカルパス作成委員会を設置し、検討

に取り組んでいる。 

○がんセンター○こども病院○佐原病院 

 ・既設の作成委員会で検討を行っている。 

○救急医療センター○循環器病センター○東金病院 

 ・委員会は設けていないが、院内で検討を進めてい

る。 

 

平成19年度導入目標件数の達成に向けて、各病院の

検討委員会での検討を進めていく。 

 ・平成19年度目標件数 ２４２件 

（現状：１７年７月現在導入済み件数２１８件）

 

 

 

(1) 医 療 の 質 の

向上 

 

 

 

 

 

③県立病院間のネットワーク機能

の強化 

各県立病院の持つ高水準の医療

機能を有機的に連携させ、県立病

院全体として、より質の高い医療

サービスを提供していくため、県

立病院間のネットワーク機能の強

化を図る必要があります。 

平成16年3月末に県立病院間に 

2ＭＢ ＊ 光ファイバーの専用線を

整備し、病院局財務会計システム

を稼働しています。 

平成16年度には、ネットワーク

化の一環として、県立病院間を結

ぶ「テレビ会議システム」を設置

しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ＩＴ環境整備 

情報通信ネットワークの強化、

見直しを行い、県立病院間での情

報等の有効活用を図るためにＩＴ

を活用した画像診断など情報提供

基盤の整備に努めます。 

・診療情報の共有化 

新たな病院情報システム＊を活

用して、個人情報の保護に配慮し

つつ、診療情報等を共有化するこ

とにより医療の均質化、高度化を

図ります。 

 

病院局の取組 

・各病院の医師及び事務担当者かなるＩＴ化推進検

討委員会で検討を行っている。 

４月７日、２７日 

  ＩＴ化推進検討委員会を開催し、病院情報シス

テム機能要求仕様書の検討。 

７月６日 

  病院情報システム仕様の検討。 

７月１２日 

  システム選定委員会と共催し、病院情報システ

ム仕様の決定及び開発業者選定、評価基準につい

て検討。 

８月１６日 

  ＩＴ化事業計画、デジタル画像の保管等につい

て検討。 

（９月２０日） 

   システム選定委員会にて、がんセンターの開発

ベンダーを選定 

   

 

 

今後、循環器病センター、こども病院と順次システ

ム開発を行うため、各病院のシステム機能要求仕様

書等の検討を行う。 

第４四半期に循環器病センターのシステムの選定

を行う。 

 

１１月８日（検討事項） 

  電子カルテ等の導入にかかる進捗状況 

  画像連携の進め方 

  平成１８年度のコンサル業務委託について 

  補正予算、当初予算について 

 

１２月５日 

  システム選定委員会を開催し、循環器病センタ

ーに係る病院情報システムの仕様について検討。
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2．良質な医療サービスの安定的提供 

項目 現在の取組状況 今後の取組方針 平成１７年度上半期の取組(進捗)状況 今後の取組計画 

(1) 医 療 の 質 の

向上 

④地域医療機関等との機能連携の

強化 

他の医療機関等との機能連携や

機能分担を進めるため、患者紹介、

逆紹介の推進や医師会・他医療機

関との情報交換等を行っていま

す。 

地域医療機関との連携を強化す

るため、平成16年度、各病院に地

域医療連携室＊を設置しました。 

精神科医療センターや佐原病院

で、訪問看護を実施しているほか、

各県立病院の実情に応じて、地域

の診療所、保健所、在宅介護支援

センター、訪問看護ステーション

等とも連携しながら、地域での患

者さんの生活支援を行っています。 

東金病院では、地域医療連携用

ネットワークを導入し、地域医療

機関との連携を図っています。 

 

 

 

医師会、地域医療機関との連携

を強化するため、症例研究会その

他の勉強会の開催等を行います。

地域医療連携室のスタッフの充

実を図るとともに、機能を充実さ

せ、地域医療機関との連携を進め、

病病連携、病診連携＊の一層の強

化、紹介率の向上、逆紹介の推進

に取り組んでいきます。 

患者さんの地域での生活支援に、

関係機関と連携して、積極的に取

り組んでいきます。 

 

・Ｈ１７．４月から、各病院の地域医療連携室にＭＳ

Ｗ１名を配置し、地域医療連携体制を強化した。 

○がんセンター 

   ６月からＣＯＣ（ｸﾘﾆｶﾙｵﾝｺﾛｼﾞｰｶﾝﾌｧﾚﾝｽ）を隔

週開催した。 

○救急医療センター 

   H17.4月に地域医療連携ルームを設置。その上

で、地域のMSW協議会への参加、地区医師会の病

診連携推進委員会へのセンター長の参加、循環器

ホットラインの新設等周辺医療機関と情報交換。

○こども病院 

   Ｈ１６．１２月に地域医療支援病院の承認。 

・地域の医療機関の医師に対する研修会の開催 

  ・病院の機能の地域医療機関への開放 

 H17.11.1現在登録医数 ２６９名 

○佐原病院 

   Ｈ１７．４月から専任の訪問看護師２名を配置

し、訪問看護機能を強化するとともに、院内に「地

域医療連携ｾﾝﾀｰ」を設置し、地域医療機関との連

携強化を図った。 

○東金病院 

   糖尿病を中心とした生活習慣病に対する地域

ぐるみの取り組みの強化。 

  ・巡回市民講座（３地区×２回） 

  ・山武ＳＤＭ研究会（年３回） 

主な取り組み 

○がんセンター 

  地域がん診療拠点病院として研修会を平成１７

年１２月、平成１８年１月、３月に予定している。

○救急医療センター 

 ・ＭＳＷを中心に地域医療機関への直接訪問 

  （紹介元・逆紹介の全医療機関を目標に） 

 ・三次救急医療機関によるネットワークづくりに取

り組む 

○精神科医療センター 

  千葉大学病院地域支援施策及び千葉県医師会診

療所医会との当直業務の共有化推進等 

○循環器病センター 

  広報パンフレットの作成・配布（個別訪問等） 

○こども病院 

  千葉市周辺地域に地域医療支援事業への参加呼

びかけ、公開カンファレンスの開催 

○佐原病院 

  地域医療連携に関する佐原市香取郡市医師会主

催行事への参加等 

○東金病院 

  地域医療連携室の看護スタッフを主とした人的

強化と生活習慣病の地域連携パスの立ち上げ。 

①高度専門医療の推進 

難治性がん、高度・救命救急、

循環器系疾患、精神科系疾患、小

児特殊疾患など高度専門医療のほ

か結核、ＨＩＶ＊等の感染症医療

などの提供を行っております。 

平成16年には、がんセンターの

実施する「活性化自己リンパ球移

入療法」＊が、国から高度先進医

療＊の承認を受けました。 

 

今後も、難治性疾患の早期発

見・治療、リハビリテーション等

高度専門医療を一層充実させ、県

民の期待に応えるよう努めます。

国の承認を受けられる高度先進

医療方法の導入に努めます。 

 

○救急医療センター 

・  高度救命救急医療を要する重篤患者に対応す

る患者監視装置の更新を推進。 

・ 低侵襲性治療の促進を目的とした心血管撮影

装置のアップグレードの内容を決定。 

○こども病院 

・  更新したリニアックを使用して、骨髄移植症

例２例に照射を行った。 

  ・  ＭＲＩのヴァージョンアップにより、４例/日

が、７例/日となった。 

 

(2) 医 療 水 準 の

向上 
②臨床研究の充実 

高度で先進的な医療を推進して

いく上では、その基礎となるデー

タの蓄積など臨床研究の充実が不

可欠であることから、高度専門医

療を提供するセンター病院を中心

に受託研究（治験）や厚生労働省

の研究班への参加など、臨床研究

に積極的に取り組んでいます。 

 

ゲノム研究＊の成果の一部が、

臨床の場でオーダーメイド医療＊

として応用され始める時期にある

ことや、厚生労働省が平成16年度

より「医師主導型の臨床研究」＊

を立ち上げた背景もあり、倫理的

な側面に十分留意しつつ臨床研究

の充実を図ります。また、従来型

の受託研究の受入も積極的に推進

します。 

○がんセンター 

・９月２１日、治験審査会を開催。新規１件受入。

○こども病院 

・5/9、7/14、9/12受託研究等審査委員会開催。 

 新規の市販後調査２件受入。 

○循環器病センター 

・６月１日、治験審査委員会開催。モニタリング・

監査受け入れ 

・７月６日、９月２２日治験審査委員会開催。新

規治験受入れ。 

○東金病院 ・市販後調査４件受入 

○がんセンター 

 ・研究局と医療局の連携により、遺伝子を対象と 

した先進的な臨床応用を行う「ゲノムセンター」

をH17.12月１日に開設した。 

○救急医療センター 

 ・H17.12に治験審査委員会を開催し。市販後調査２

件を審査予定。 
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2．良質な医療サービスの安定的提供 

項目 現在の取組状況 今後の取組方針 平成１７年度上半期の取組(進捗)状況 今後の取組計画 

③症例検討の充実 

各診療科単位での症例研究、地

域医療関係者を含めた研究会の開

催等症例検討に取り組んでいま

す。 

 

症例で得られた知見を中心に検

討会や研究会で検証を行い、治療

成績や診断の精度の向上に活用し

ていきます。 

 

○がんセンター 

・前立腺がん、ＮＳＴなど多職種の合同カンファ

レンスを頻繁に行った。 

・月１回、診療セミナーを開催。 

○こども病院 

 ・死亡事例検討会を１～２ケ月ごと開催 

 ・臨床研修医を中心の症例検討会を毎週～隔週開催

○救急医療センター 

・診療部、月１回、症例検討会を実施。 

・看護部、ほぼ月１回、事例検討会を開催。 

・第２四半期以降、上記に加え、ＮＳＴ検討会を

毎週、外傷検討会を毎月開催 

○循環器病センター 

  国レベルや地域医師会、研究グループ主催の研究

会で数十回の発表を行った。 

○佐原病院  

・症例検討会開催（月１回） 

○がんセンター 

 ・ＩＣＴなどの多職種カンファレンスを立ち上げ

る。 

←がんセンターの診療セミナーは、大腸がんの化学療

法、抗生剤の使い方等 

④基礎研究の充実 

がんセンター研究局は、がんの

実態究明を目的に設置され、研究

成果の臨床の場への還元に向けて、遺

伝子研究を中心とした基礎研究に

取組んでいます。 

平成15年度に設置された外部委

員から成る「千葉県試験研究機関

評価委員会」の評価結果も踏まえ

ながら、研究課題への取り組み等

を進めています。 

 

研究成果の臨床への応用に向け

て、評価委員会による研究課題の

評価も踏まえ、質の高い研究を推

進します。 

特に、現在臨床応用に近いとこ

ろまで来ている遺伝子診断機器や

遺伝子治療の開発を産･官･学の連

携を視野に入れながら推進します。

研究課題の評価（がんセンター） 

・毎月１回、内部改革委員会及びプロジェクトリ

ーダー会議を開催し、研究体制・研究課題の評価

を行った。 

・６月１４日、内部評価委員会を開催。 

・７月４日、外部評価委員会を開催 

臨床との共同研究の整備  

・肝がんＤＮＡチップデータ解析がほぼ終了し、

纏め進行中 

・肺がんのＤＮＡチップ検査開始。 

・トランスレーションリサーチプロジェクトを開始

○がんセンター 

・ゲノムセンターの立ち上げ（１７年１２月１日）

・細胞療法プロジェクトの立ち上げ 

(2) 医 療 水 準 の

向上 

⑤学会等での業績発表 

積極的に学会等での業績発表を

行っています。 

職員の資質の向上、千葉県立病

院のアピール、医療水準向上への

貢献等のため、学会での発表や論

文の提出がしやすい環境作りに努

めます。 

各病院で学会・研修会への参加を奨励している。  

(3)安心・安全な

医療の提供 

 

 

 

①医療情報の共有化 

電子カルテ＊の導入により、 

・診療情報の患者との共有によ

るインフォームド・コンセント
＊の充実 

・病院内の各職種が診療情報を

共有化することによる、チーム

医療＊の推進 

・診療活動のシステム的サポー

トによる、患者の取り違いや投

薬ミス等、医療事故の発生予防 

等が可能となることから、これま

でに、がんセンターでは、電子カ

ルテに準じたシステムを導入して

います。 

 

電子カルテの本格導入に向けて、

オーダリングシステム＊導入済み

である循環器病センターをモデル

病院として、平成17年度からシス

テム構築を行い、平成18年度中に

導入する予定であり、その後も順

次、こども病院、佐原病院への導

入も進めていきます。 

なお、がんセンターについては、

既存システムのヴァージョンアッ

プにより、電子カルテの導入を図

ります。 

 

 

病院局・導入病院の取組 

・  ４月７日、２７日、７月６日、ＩＴ化推進検討委

員会にてシステム仕様書の検討。 

・  ７月１２日、システム選定委員会にてシステム仕

様書の決定 

・  ９月２０日、システム選定委員会にてがんセンタ

ーの開発ベンダーを選定。 

今後、循環器病センター、こども病院と順次システ

ム開発を行うため、各病院のシステム機能要求仕様

書等の検討を行う。 

第４四半期に循環器病センターのシステムの選定

を行う。 

 

 １１月８日（検討事項） 

  電子カルテ等の導入にかかる進捗状況 

  画像連携の進め方 

  平成１８年度のコンサル業務委託について 

   補正予算、当初予算について 

 １２月５日 

  システム選定委員会を開催し、循環器病センター

に係る病院情報システムの仕様について検討 
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2．良質な医療サービスの安定的提供 

項目 現在の取組状況 今後の取組方針 平成１７年度上半期の取組(進捗)状況 今後の取組計画 

②医療事故防止対策の充実 

「医療事故防止のための安全管

理指針」を定め、各病院において

次のような対策を講じています。 

･事故防止対策委員会の設置お

よび開催 

･医療事故報告の徹底 

･事故発生時の適切な対応 

･事故の原因分析および防止対

策の検討・実施 

･職員に対する研修の実施 

また、平成16年度から、病院局

内に「医療安全対策会議」を設置

し、医療事故防止対策の一層の充

実を図ることとしました。 

 

従来からの医療事故防止対策の

徹底を図るとともに、病院局内に

設置した医療安全対策会議におい

て、事故防止対策の一層の充実を

検討する等、医療事故防止に向け

た取り組みをさらに強化し、県立

病院を挙げて安心・安全な医療の

提供に努めます。 

・  第１四半期において、「安全管理指針」の改訂作

業を行うとともに、事例集作成のためのワーキング

グループを立ち上げた。 

 

・  医療事故防止のため、毎月１回テレビ会議を開催

し、医療事故の事例検討を行っている。 

 

・ 実際に発生した事故の教訓を活かし、「インスリ

ンマニュアル」の検討を行った。 

 

○佐原病院 

  医療事故と医療従事者の法的責任に関する講演

会の開催（７／１９、参加者４４名） 

 

・平成１７年度において、県立病院共通の「インスリ

ンマニュアル」を策定。 

 

・平成１７年度中に｢安全管理指針｣の見直しを行う。

③院内感染防止対策の徹底 

各病院において院内感染対策委

員会を設置し、予防対策、発生時

の対応、マニュアルの作成及び職

員への周知徹底、迅速な情報伝達、

院内感染対策チームによる院内巡

視等の院内感染防止対策の徹底に

努めています。 

 

ＳＡＲＳ＊や鳥インフルエンザ

等、新たな感染症の出現等も踏ま

え、今後とも、対策の一層の充実

を図り、安心・安全な医療の提供

に努めます。 

感染症対策に関する高度な専門

知識を習得した感染制御医（ＩＣ

Ｄ）及び感染管理認定看護師（Ｉ

ＣＮ）の育成に努めます。 

 

○がんセンター 

・毎月行う医療安全対策委員会で情報収集等を行っ

ているほか、院内感染対策委員会を別に立ち上げ、

７月２２日、９月２９日に開催した。 

○救急医療センター○こども病院 

・院内感染対策委員会の定期（毎月）開催。 

・ICT(感染制御ﾁｰﾑ)による院内巡視の実施。 

・院内感染対策マニュアルの見直しの実施。 

 

○精神科医療センター○循環器病センター○佐原病

院○東金病院 

・院内感染対策委員会を毎月開催。 

 

 

・各病院とも引きつづき下記の感染症対策に努める。

 ・感染症対策に関する院内研修 

 ・感染症に関する外部研修会への参加促進 

・感染制御医及び感染管理認定看護師の資格取得の

促進等。 

 

(3)安心・安全な

医療の提供 

④危機管理体制の確立 

災害直後の迅速な活動や関係機

関との連携による被害拡大の防止

等に向けた体制等の整備が必ずし

も十分に行われているとは言えな

いのが現状です。 

循環器病センターは、国の「基

幹災害医療センター」＊の指定を受

けているほか、救急医療センター、

東金病院、佐原病院は「地域災害

医療センター」＊の指定を受けてい

ます。 

 

 

 

緊急時の連絡体制等を整備しま

す。 

災害発生時の対応に万全を期す

るため、対応マニュアルを作成す

るとともに、定期的な訓練を実施

します。 

循環器病センターでは、平成17

年度にヘリポートを整備します。

 

各病院におけるマニュアルの整備状況 

・各病院で定期的な防災等訓練を実施。 

○がんセンター 

  ・緊急連絡系統図修正済み 

  ・災害対策要綱一部改正済み 

○救急医療センター 

 ・ヘリポート進入路の整備 

 ・DMAT(災害医療派遣ﾁｰﾑ)の編成・強化 

 ・八都県市合同防災訓練(千葉会場)への参加。 

 ・国立病院機構災害医療センター研修への参加。 

○循環器病センター 

 ・ヘリポートの整備に向けて設計等委託調査の実

施。 

○佐原病院 

 ・院内防災対策検討委員会において、連絡体制・対

応マニュアルの見直しを検討中。 

 

○救急医療センター 

 ・災害医療講演会の開催 

   市消防、他病院関係者も含め130名参加 

(10/7日) 

 ・多数傷病者発生訓練の強化 

   千葉市立海浜病院と共催で70名程度の患者の 

救急医療などの訓練を市消防、県警等の協力の下

に実施(10/22日)。 

○こども病院 

 ・こども病院・千葉市緑消防署共催により、不特定

多数の出入りする大規模施設からの地震災害を想

定した総合防災訓練を合同で行った。 

11/5日 市消防、関係者を含め１０２名参加。 

○循環器病センター 

・ヘリポート  １２月に業者に発注、２月に完成

予定 
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2．良質な医療サービスの安定的提供 

項目 現在の取組状況 今後の取組方針 平成１７年度上半期の取組(進捗)状況 今後の取組計画 

①医療技術者の研修の充実 

研修については、各病院に職種

別あるいは部署別にカンファレン

ス、ミーティング、研究会等を実

施しています。 

 

 

職種毎に人材育成のための教育

体系を整備し、必要な研修等を実

施します。 

経営管理課 

・  各職種別会議を通じて実態調査を実施して素案

を作成し、同会議にて素案を検討した。 

   

今後、職種別会議等で平成１８年度実施に向け、成

案を策定していく。 

②学会参加等学術活動の促進 

学会等の参加については、各病

院における予算・人員配置等の実

情に応じて実施しています。 

 

職員の資質向上のために必要な

海外の学会参加等、学術活動の促

進に努めます。 

 

海外の学会発表の取り扱いを職免から一部出張扱い

とし、経費の一部を負担。 

（平成１７年８月２４日、各病院へ通知） 

イントラネット等を活用し、学会報告の機会を提供し

ていく。 

③医療事務従事者の育成 

病院運営のスペシャリストの育

成を図っていますが、職員の短期

異動等の理由で十分な育成ができ

ていない状況にあります。 

 

 

専門性の高い経理、用度、医事

業務等の分野については、病院運

営をサポートできるような十分な

知識経験を有する人材の計画的な

育成を図ります。 

 

平成１７年７月に経理担当者研修会を開催した。 

スペシャリスト名簿を作成した。 

経理以外の用度、医事等の研修会の開催を検討して

いく。 

スペシャリスト名簿を、平成１８年度人事異動に活

用していく。 

④医師等医療従事者の業績評価制

度の導入 

人事院は、能力本位の任用を推

進し、実績を踏まえた給与処遇を

実現するため、各職員の能力や実

績を的確に把握し、人事や処遇に

反映させることのできる評価制度

を整備することを目指していく旨

の報告をしています。 

 

 

 

 

医師等医療従事者に対する業績

評価制度を導入することによって

モチベーションを高め、医療技術

と患者サービスの向上に努めま

す。 

また、医師等医療従事者の業績

評価を勤勉手当（民間企業のボー

ナスに相当します。）の成績率に

反映することを検討し、実施する

ように努めます。 

課内の関係者で検討会を行うほか、埼玉県に文書に

て必要な問題の照会を行った。 

 医師の業績評価については、平成１８年度を目途

に、他県等の制度に類似した内容で実施を目指して

具体化を行っていく。 

また、検討内容を経営会議に諮っていく。 

 他の医療従事者については、知事部局に準じて実

施するよう努めていく。 

⑤職員表彰制度の充実 

現在は、他の模範となる看護師

を「エキスパート・ナース」とし

て表彰しています。 

 

 

「エキスパート・ナース」のよ

うな表彰制度を他の職種にも拡大

し、職員の意識高揚と質の向上を

図ります。 

他県等の調査、取りまとめを行った。 全職種を対象とした表彰制度を平成１７年１２月か

ら設け、｢千葉県病院局職員表彰要綱｣を制定、毎年

３月に特に良好な業績を上げた職員の表彰を行うこ

ととしている。 

(4)人材の育成 

⑥研修支援制度の整備 

病院毎に、看護実習生や海外か

らの医療技術職員を受け入れてい

ます。 

 

 

県内外の医療関係機関等からの

研修生を積極的に受け入れる等、

研修支援制度を整備し、千葉県に

おける医療サービスの質の向上に

貢献します。 

 

 

○がんセンター 

 看護学生 １２０名、看護師研修 ５名受入。 

 研究局は、県内外からの研修生１９名、外国人研

修生６名を受入、また、千葉大学医学部連携大学院

としての基盤整備を行った。 

○救急医療センター 

 医学生ほか医療従事者 ８０名受入 

○東金病院 

 千葉県医療技術大学校、基礎看護実習 ２８名 

 千葉看護協会 看護職再スタート講習  １名 

○佐原病院 

 理学療法実習生の受入 １名 

 看護実習生受入 ５９名 

各病院の研修受入れの実態調査を行い、受入れ促進

のための問題点の整理及び解決策について検討して

いく。 

○がんセンター研究局 

  引き続き研究研修生の受入を行ってゆく。 

  また、連携大学院としての教育・研修内容を充

実させてゆく 

○救急医療センター  １２９名の受入予定 
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2．良質な医療サービスの安定的提供 

項目 現在の取組状況 今後の取組方針 平成１７年度上半期の取組(進捗)状況 今後の取組計画 

①新医師臨床研修＊の充実 

医師法の改正により、医師とし

ての基本的な能力を身に付けるた

めに卒後2年間の臨床研修が必修

化されたことに伴い、平成16年度

から千葉県立病院群研修管理委員

会を設置し、千葉リハビリテーシ

ョンセンターを含めた県立8病院

による病院群形式の新医師臨床研

修を実施しているところです。 

 

 

平成16年度から実施している、

県立8病院による病院群形式の新

医師臨床研修制度の充実・強化を

図り、県立病院のみならず県内の

各医療機関で活躍できる優秀な若

手医師の確保・育成に努めます。

 また、研修医を受け入れるため

に必要な勤務環境を整備します。

・平成１８年度研修生の募集を開始 

・ホームページへの掲載を行った。 

平成１８年度研修生 １５名が決定。 

研修の一層の充実を図っていく。 

②レジデント制度＊の導入 

平成16年度にレジデント検討委

員会を立ち上げ、レジデント制度

の導入に向けて検討を進めていま

す。 

 

 

臨床研修終了後の研修医の定着

と、千葉県に必要な専門医の確保・

育成を図るため、レジデント制度

を導入するとともに、これに必要

な勤務環境を整備します。 

これによって、臨床研修医から

専門臨床研修医、さらに県立病院

常勤医師への採用という段階を踏

む任用制度を構築し、自前の医師

の確保・育成を目指します。 

 

・１８年度修練科目の決定、臨床研修医の希望調査

を行い、経営会議で報告したほか、県医師会等関係

機関との調整を行った。 

・処遇(身分・給与体系)の決定を行った。 

第２四半期からレジデントの募集を開始。 

 

各病院 

 ・研修プログラムの検討を行った。 

引き続き、平成１８年度研修生の募集を実施する。 

今後、平成１８年度レジデント制度の開始に向け、

研修生の目標に沿った研修カリキュラムの検討や指

導体制の整備、宿舎等研修環境の整備を実施予定。 

③民間人材の活用 

平成16年10月以降、人材確保の

ために民間の人材紹介制度を活用

できることとしました。 

 

 

経験者採用制度の導入、人材派

遣の受け入れ、アウトソーシング
＊等、民間の人材（民間スペシャ

リスト）の積極的かつ効果的な活

用を図ります。 

・任期付採用職員   職域の検討を行った。 

・人材紹介会社の活用   啓発・指導を実施。 

・病院局ホームページ掲載 

○がんセンター 

 ・麻酔医２名（４／１日） 

○東金病院 

 ・透析医１名採用（４／１日） 

 

  

引き続き、任期付採用職員の適用ポストの検討を行

なう。 

人材紹介会社の一層の活用。 

病院局ホームページ掲載。 

④庁内公募の活用 

平成17年度に向けた庁内公募に

おいて、広く病院運営に関わる職

員を募集しました。 

 

 

知事部局を含めた庁内公募制を

積極的に活用し、病院運営に積極

的に取り組む姿勢のある優秀な人

材を確保します。 

 

公募業務を決定し、庁内公募を実施した。 応募者に面接を実施し、平成１８年度の適任者の人

事配置を要望する。 

(5)人材の確保 

⑤採用試験制度の見直し 

平成16年度から、技術系採用面

接試験に現場の医療技術者が参加

できるように改善しました。 

 

 

看護師その他のコ・メディカル＊

にかかる採用試験制度について、

受験資格の緩和、試験内容の見直

し等に努めます。 

 

 

 

平成１７年８月実施の採用試験から、看護師・助産

師について受験年齢の引き上げを行い、受験資格の

緩和を図った。 

引きつづき、平成１８年度の採用試験に向け、試験

内容の見直し、選考試験職種の拡大等に取り組んで

いく。 
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3. 経営基盤の確立 

項目 現在の取組状況 今後の取組方針 平成１７年度上半期の取組(進捗)状況 今後の取組計画 

①病院運営組織の改革 

平成15年度から、それまで医療

局内にあった看護部を看護局とし

て独立させ、また事務局の課係制

を班制に改組しました。 

平成16年度から、地方公営企業

として病院局を設置しました。 

 

事務局組織を、病院全体の経営

企画を行う企画部門と病院運営を

支える管理部門に改組する等、機

能に着目した組織改革を行い、病

院経営のマネジメント機能を強化

します。 

さらに、経営マネジメントに秀

でた人材を適正に配置できるよう

知事部局との人事交流ルール確立

や外部人材の登用に努めます。 

 

 

・他県の状況調査を行った。 

・組織改革の素案を作成し、各病院からの要望を集約

した。 

・Ｈ１７．６月に知事部局(総務課)に対して、人事交

流についての要望を提出し、協議を継続している。 

・病院事務局長への外部人材の登用を検討。 

 

 

平成１８年度組織定数に反映させていく。 

 

 

平成１８年度人事異動に向け、人事交流ルールの確立

に取り組む。 

 

引き続き、外部人材の登用ポストについて検討する。

②職員定数の見直し 

職員の配置については、毎年度、

業務の見直しを行い、外部委託の

推進等により簡素で効率的な業務

運営に努めています。 

 

法令等による配置基準を基本と

し、業務量に見合った職員配置を

行います。 

職種別の業務の標準化、業務手

順の見直しに併せて職員の適正配

置を行います。        

民間でより効果的、効率的に行

うことが可能な業務を積極的に外

部委託し、併せて職員の適正配置

を行います。 

嘱託や日々雇用職員等、非常勤

職員の活用を図ります。 

 

・業務の標準化 

職種別会議において、実態調査、意見聴取を行っ

た。⇒ 検討を継続していくこととした。 

・外部委託の推進 

職種別会議において、実態調査、意見聴取を行っ

た。⇒ 検討を継続していくこととした。 

・非常勤職員の活用 

職種別会議において、実態調査、意見聴取を行っ

た。⇒ 検討を継続していくこととした。 

 

業務の標準化については、今後のIT化の進捗に合わせ

て引続き検討していく。 

 

委託・非常勤の活用については、正規職員の負担軽

減、費用対効果等の観点から平成１８年度組織定数

査定の中で検討した結果を、予算等に反映させてい

く。 

(1)組織体制・人

事管理等の見直

し 

③人事管理の見直し 

平成16年度の人事委員会報告の

中では、「職員の意欲を高め、その

能力・実績をより反映でき、かつ

公正で納得性の高い人事制度の構

築に取り組む必要がある」とされ

ています。 

 

 

業務に意欲的で有能な職員が正

当に評価、登用される人事システ

ムを構築することで職場の活性化

を図るとともに、効率的かつ適正

な人事配置に努めます。 

 

・平成１７年度から、目標チャレンジプログラムの

試行対象者（事務職員）を決定し、試行を開始した。

人事委員会勧告や知事部局の動向等を見極めながら

評価制度の検討を行っていく。 

(2) 経 営 改 善 に

向けた組織的な

取組 

 

 

①職員の意識改革 

地方公営企業法の全部適用にあ

たり、病院事業の現状を認識させ

るとともに、各病院運営への参加

を促すこととしました。 

 

職員の意識を高めることが医療

の質を高めることに直結し、それ

が経営の改善につながることから、

中期経営計画の目標達成や進行管

理に全職員が参加するシステムを

確立します｡ 

 

 

 

・中期経営計画アクションプログラムを病院毎に作成

し、進行管理表及び進行管理フローを定め、各部門毎

に進行管理を行うこととした。 

 上半期未実施となった進行管理等のヒアリングを

実施し、各部門ごとへの周知を図ってゆく。 
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3. 経営基盤の確立 

項目 現在の取組状況 今後の取組方針 平成１７年度上半期の取組(進捗)状況 今後の取組計画 

②組織的取組 

「病院局」に次のような会議を

設置し、組織的対応に向けた体制

整備を図りました。 

・「経営会議」 

病院局運営上の重要事項につ

いて病院局長、県立7病院の長

で協議（毎月開催） 

・「契約制度等検討委員会」 

契約制度等の改善に向けた検

討 

・「業務・職種別会議」 

検査、薬剤、栄養、医事等の部

門毎の課題等を組織横断的に

検討 

その他、「事務局長会議」、｢看護

局・部長会議｣等を随時開催してい

ます。 

 

常に経営改善を持続させていく

ための仕組みづくりを行っていき

ます。 

各種会議を有効に機能させ、組

織の総力を結集して経営改善に取

り組んでいきます。 

各病院で経営改善に向けた自己

診断や他県の類似病院との比較を

行うとともに、個々の先進的取り

組みについては、積極的に全病院

で取り入れる等により組織を挙げ

て経営改善に努めます。 

 

・平成１６年度に引き続き、経営会議、契約制度等検

討委員会、業務・職種別会議、事務局長会議、看護局

(部)長検討委員会の定期的開催により、各分野におけ

る課題の検討等を行っている。 

 

・１７年度上半期に立ち上げた各種会議等 

 ① 医療局長会議（４月） 

 ② 後発医薬品採用促進委員会（９月） 

 ③ 院内物流（ＳＰＤ）検討委員会（９月） 

 ④ 患者の権利及び義務に関する憲章検討会議 

                  （９月） 

    

 

・中期経営計画に沿って、各種会議等の機能を有効に

活用し、経営改善等に取り組んでゆく。 

 

・予定している主な各種会議 

 経営会議（毎月） 

 事務局長会議（随時） 

 次長会議（随時） 

 医療局長会議（随時） 

 看護局長（部長）会議（毎月） 

 医療安全対策会議（毎月） 

 医事会議（随時） 

 財務会議（随時） 

 薬剤会議（随時） 

 臨床検査会議（随時） 

 栄養会議（随時） 

 放射線会議（随時） 

 リハビリ会議（随時） 

・その他各種委員会（随時） 

③業績評価の導入 

収益、費用および主要な経営指

標に対して月単位の目標値を設定

し、毎月開催する経営会議で実績

との比較・分析を行っています。 

また、高額医療機器に関しては

購入前に費用対効果の検討を行っ

ています。 

 

 

中期経営計画で設定した数値目

標と実績との比較、および差異の

原因分析を毎月実施し、計画の進

捗管理を行います。また、計画達

成度合の評価・検討を、外部有識

者を含めて定期的に行います。 

・経営会議において、中期経営計画で設定した数値目

標との比較分析、報告を行っている。 

・１２月１６日開催の、外部有識者からなる県立病院

運営懇談会において上半期の実績報告を行う。 

④外部評価の反映 

外部の客観的意見を病院経営に

反映させるため、平成16年度にお

いて、学識経験者などからなる「県

立病院運営懇談会」を設置しまし

た。 

県立病院の内、2病院（がんセン

ター、こども病院）については、

財団法人日本医療機能評価機構＊

による病院機能評価を受審し、認

定を受けています。 

 

平成16年12月に発足した、学識

経験者などからなる「県立病院運

営懇談会」に決算状況、経営指標

等を報告し、改善に向けた意見を

求め、それを経営に反映させてい

きます。 

病院機能評価＊を全病院が順次

受審します。 

 

○がんセンター 

 ・病院機能評価更新認定受審のために平成１７年５

月より毎月１回準備委員会を開催し、情報収集、受

審体制づくりについて検討した。 

○こども病院 

 ・１７年６月の院内経営健全化推進会議において、

医療機能評価機構監修の「自己評価調査票」等を幹

部職員に配布し、職員の啓発に努めた。 

 ・１７年９月に、千葉県認定病院協議会に医療局長

のほか職員が参加し、受審に関する最新情報の収集

に努めた。 

Ｈ１７．１２．１６ 

 県立病院運営懇談会を開催 

○がんセンター 

 ・病院機能評価更新認定受審に向けて、領域ごとの

リーダー会を作り、各リーダーに責任を持たせて認

定に向けて体制整備を開始する。 

○こども病院 

 ・１１月の日本小児総合医療協議会で、最近の受審

病院から情報の提供を受け、情報交換を行った。 

 ・１１月に、受審項目ごとの現状把握及び改善事項

確認を進めるため、院内に５つのワーキンググルー

プを立ち上げた。１８年１月中を目途に１年前から

着手を要する改善事項に取り組むこととしている。

(2) 経 営 改 善 に

向けた組織的な

取組 

⑤病院事業診断 

平成16年度に受けた包括外部監

査による指摘事項について、改善

に努めています。 

 

平成17年度以降、順次全病院で

経営コンサルタントによる病院事

業診断を受け、経営上の問題点の

把握・分析を行い、それを踏まえ

て、経営改善に取り組みます。 

 ・平成１７年度、がんセンターで経営コンサルタ

ントを受け入れ、助言を受けている。 
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3. 経営基盤の確立 

項目 現在の取組状況 今後の取組方針 平成１７年度上半期の取組(進捗)状況 今後の取組計画 

①人材及び医療機器の有効活用 

平成11年4月に「人的資源・高度

医療機器有効活用推進要綱」を制

定し、人材及び医療機器の有効活

用を図ってきましたが、病院間の

調整が必要なことから活用が進み

にくい面がありました。 

なお、16年度購入した救急医療

センターのＭＲＩ＊について、が

んセンター、精神科医療センター

との共同利用を行うとともに、地

域医療機関からの患者さんの検査

受入を行うこととしました。 

 

「要綱」を見直し、病院間での

調整がつかない場合には、病院局

長が最終的な調整権限を持つよう

改めることで、より一層の人材及

び医療機器の有効活用を図りま

す。 

特に高額医療機器の新たな導入

に当たっては、県立病院間での共

同利用等を考慮の上、効果的な導

入を図ります。 

・｢要綱｣の見直し案を作成済み。 

・平成１８・１９年度に整備予定の高額医療用機器に

関する要望調査を実施した（７月中旬）。 

・「高額医療機器整備指針(案)」を作成した。 

・次年度整備予定の高額医療機器についてヒアリング

を実施した(８月及び９月の２回)。 

 

○救急医療センター 

  更新したＭＲＩについて、がんセンター、精神科

医療センターとの共同利用を17年5月から開始。 

○佐原病院 

 ・リニアックの活用について、近隣病院へＰＲ実施

 

・人材の有効活用について、新要綱に沿った運用を行

なっていく。 

 

・高額医療機器の購入後の事後評価（費用対効果の検

証）を行う。 

・医療機器の共通化を図るとともに、高額医療機器の

新たな導入に当たっては、県立病院間での共同利用

等可能な導入に努める。 

・次年度整備予定の高額医療機器に関しては、第4四

半期から入札等の準備を行い、早期の購入と稼動が

可能となるよう取組む。 

②ＩＴ化の推進 

県立病院における医療の質の向

上及び経営の効率化に資するた

め、「千葉県病院局ＩＴ化推進検討

委員会」を平成16年5月に設置し、

電子カルテ等の導入や県立病院間

におけるネットワーク化の構築に

ついて、システムの導入方法、導

入スケジュール等の具体的な検討

を行っています。 

 

患者さんの診療や医療費に関す

る膨大な情報を、正確かつ迅速に

処理しながら、円滑な診療を行い、

診療報酬請求を行うために、電子

カルテ＊、電子レセプト＊を含めた

新たな病院情報システムの導入を

行います。これにより、経営に必

要なデータを、疾病別、診療科目

別、あるいは部門別といった観点

から、迅速かつ精緻に分析して、

効率的な経営に努めます。 

 システム導入後においても、導

入効果を測定し、効果的な運用に

努めます。 

病院局の取組 

・各病院の医師及び事務担当者かなるＩＴ化推進検

討委員会で検討を行っている。 

（４月７日、２７日、７月６日、１２日、８月１６

日開催） 

 

・９月２０日、システム選定委員会にてがんセン

ターの病院情報システムの開発ベンダーを選定。 

今後、循環器病センター、こども病院と順次システ

ム開発を行うため、各病院のシステム機能要求仕様

書等の検討を行う。 

第４四半期に循環器病センターのシステムの選定

を行う。 

１１月８日（検討事項） 

  電子カルテ等の導入にかかる進捗状況 

  画像連携の進め方 

  平成１８年度のコンサル業務委託について 

  補正予算、当初予算について 

１２月５日 

  システム選定委員会を開催し、循環器病センタ

ーに係る病院情報システムの仕様について検討。

(3) 効 率 的 な 病

院運営 

③病床運用の効率化 

県立病院では、患者さんが一日

も早く通常生活に復帰できるよ

う、また、ひとりでも多くの患者

さんを受け入れることができるよ

う努めています。 

 

 

チーム医療＊の推進による効果

的な治療と病病連携・病診連携＊

を一層強化充実し､平均在院日数

の短縮を図ります。 

「1病院1病棟」の意識を持ち、

空床状況等を把握している職員

（部署）の指示の下で、救急患者

や医療連携による紹介患者等が速

やかに入院できるよう、病床の効

果的かつ効率的運用を図ります。

 

 

○がんセンター 

  ・平成１７年度から病床運用の見直しを行い、

従来の各科別の病床配分ではなく、全体として

病床運用を行うこととした。また、新患の積極

的受入を行うこととし、紹介・予約のない患者

についても、初診の受付を行うこととした。 

○救急医療センター 

  ・看護師不足から集中治療室の規制をしていた

が看護体制の再検討により、９月から緩和して

入院患者の増加を図っている。 

○こども病院 

  ・毎日各病棟の空床状況報告を看護部診療部へ

広報し、全体として病床運用をしている。 

○循環器病センター 

  ・病床の運用については、各病棟間の垣根を取

り払い、融通を図ってきた。 

○佐原病院 

  ・在宅支援につながる亜急性期病床（１０床）の

活用促進に努めている。 

  ・訪問看護の活用促進に向けた病棟看護師、ＮＳ

Ｗ、訪問看護師等との連携を強化した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○こども病院 

←隔離が必要な感染症患者の発生はリアルタイムに

把握、院内感染対策チームが病棟回診を実施すること

により、病室閉鎖を極力減少し有効利用につなげてい

る。 
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3. 経営基盤の確立 

項目 現在の取組状況 今後の取組方針 平成１７年度上半期の取組(進捗)状況 今後の取組計画 

(4)収入の確保 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①診療報酬請求の適正化 

診療報酬の請求もれの防止や保

険請求の査定減対策の徹底を図る

ため、各病院においては、診療報

酬検討会での検討や研修会の開催

等を行っています。 

平成16年5月には、診療報酬請求

の一層の適正化を図るため新たに

「診療報酬請求事務指導・支援実

施要綱」を定め、指導員が各病院

を巡回して、特に次の事項を重点

に指導を行っているところです。 

・ 施設基準＊の認定・届出に関す

ること 

・ 診療報酬明細書の記載に関す

ること 

・ 診療録（カルテ）の記載に関す

ること 

・ 査定減対策に関すること 

 

なお、診療録の記載については、

記載マニュアルを作成の上、各病

院に配布し、徹底を図っています。 

 

 

適正な診療報酬請求の重要性を

職員に徹底するとともに、特に、

以下の対策を推進します。 

ア 請求もれの防止 

・ 薬剤管理システムや物品管理

システム＊等で把握する薬剤

や材料の使用量と、医事会計 

システム上の請求量の比較対

照等の実施 

・ 医師等に対する診療報酬請求

に関する講習会の開催や手引

書の配布 

イ 査定減対策 

・ 診療報酬請求指導員による査

定内容分析等の実施 

・ 医師や医事職員以外のコ・メ 

ディカル＊部門職員にも診療

報酬請求に対する意識を持た

せるなど、チェック体制の強化

ウ その他  

・ 委託の医事職員の請求事務に

対する意識をより一層高める

ため講習会等を実施し、事務 

的ミスの防止に努めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①経営管理課で上半期に取り組んだ事項 

・６月６日  医事会議を開催 

              平成１６年度における各病院の査定

状況の報告及び各病院の取組状況に

ついて発表 

  ・  各月において、診療報酬指導員による巡回指導

を実施。特に医事委託業者の変更があった救急医

療センターを重点的に巡回指導した。 

②各病院で取り組んだ事項 

  ・  毎月、各病院において、医師、医事委託職員等

を構成員とする診療報酬検討会を開催し、原因

分析、知識の共有化、院内ホームページへの掲

載等により査定発生防止に努めている。 

  ○救急医療センターでは、４月から外部の専門家

に毎月一回の診療報酬請求前のレセプトチェッ

クを依頼している。 

    ○５月１１日、精神科医療センターにおいて、新

規転入職員に対し、医事担当職員が診療報酬研

修会を実施した。 

  ○６月２９日、佐原病院において、院内職員を対

象に診療報酬セミナーを開催した。また、返戻

管理台帳を作成し、その管理の徹底をしている。

 

 

査定率（８月現在の数値の対前年度比較） 

施設名 １６年度 １７年度 差 

がんセンター 0.34% 0.27% △0.07 

救 急 医 療

セ ン タ ー
0.41% 0.40% △0.01 

精 神 科 医 療

セ ン タ ー
0.07% 0.02% △0.05 

こ ど も 病 院 0.95% 0.19% △0.76 

循 環 器 病

セ ン タ ー
0.54% 0.42% △0.12 

東 金 病 院 0.28% 0.30% ＋0.02 

佐 原 病 院 0.31% 0.25% △0.06 

全   体 0.48% 0.29% △0.19 
 

通年作業として、経営管理課・各病院で以下のこと

を実施する。 

 

経営管理課 

医事会議による各病院の取組状況等の確認及び診

療報酬指導員による各病院への巡回指導を行う。 

 

各病院 

  今後も診療報酬検討会等の開催を毎月行う。 

 

○救急医療センター 

 ・１０月２８日から、月１回、他病院（医事業務委

託会社が同じ）の医事担当者による請求漏れ等の再

チェック及び診療報酬検討会への内容報告を行っ

ている。 

○こども病院 

 ・こども病院版保険診療のしおりを作成し、１２月

と１月に研修会を実施することとしている。 

○循環器病センター 

・、専門講師（社会保険事務局職員）による保険研

修会を実施。（１１／８日） 
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3. 経営基盤の確立 

項目 現在の取組状況 今後の取組方針 平成１７年度上半期の取組(進捗)状況 今後の取組計画 

②未収金対策の強化等 

患者自己負担分に係る未収金に

ついては、「未収金取扱要領」を

定め、その発生防止、早期回収及

び適正な債権管理に努めていま

す。 

16年度から医事業務委託業者が

休日､夜間など職員の不在時に診

療費等の徴収ができるよう公金徴

収事務の委託を行いました。 

 

 

患者自己負担分に係る未収金に

ついては病院経営に影響を与える

要因であり、個々の職員が未収金

管理の重要性を認識し、その発生

防止及び早期回収に努めます。 

未収金対策としては、発生防止

が大切であり、特に入院患者の支

払への対応が重要です。院内の関

係部署と連携を図るとともに、Ｍ

ＳＷ等との支払相談を実施するな

ど発生防止に向けた、きめ細かな

対策を行います。 

救急患者等の時間外診療費の支

払について、診療費の一部を預り

金として徴収ができるようにする

ため、要綱等を整備し、未収金の

未然防止に努めます。 

未収金発生後の事務処理につい

て、各病院で統一的に適切な処理

が行えるよう、具体的な実施マニ

ュアルを作成します。 

 

 

 

 

４月 

 ・病院局に未収金対策の担当者１名を配置し、マニ

ュアルの策定、各病院が実施する未収金対策の支援

（処理方針の決定、電話催告、臨戸徴収等）を行う

こととした。 

７月  

・未収金の発生防止対策マニュアルを策定し、各種

会議により各病院への周知を図った。 

・未収金の回収対策マニュアルを作成し、各種会議

により各病院への周知を図った。 

８月 

 ・各病院において、マニュアルに従った未収金の発

生防止、回収対策への取組を本格的に開始した。 

   ・高額事例については、毎月の事例検討会で、

回収に係る方針を組織的に検討している。 

９月 

 ・未収金管理システムを作成し、１万円以上の事案

について、全病院一斉に催告書を発送し、その後、

電話催告、臨戸徴収等を実施している。 

・マニュアルに従った発生防止対策、回収対策の着実

な実施に努めていくものとする。 

 

・平成１７年度中に、支払に応じない事例の中から、

通常の対応では解決が困難と判断される事例のうち、

数例について、少額訴訟等、法的措置を講じるものと

する。 

 

・高額事例については、事例検討会を定期的（毎月）

に開催し、効率的な回収に努める。 

(4)収入の確保 

③一般会計との負担区分の明確化 

県立病院改革を着実に推進して

いくためには、自立的な病院経営

を確立するとともに経営責任の明

確化を図る必要があり、一般会計

との負担の区分（一般会計繰入基

準）を明確にすることが不可欠と

なっています。 

一般会計繰入基準＊は、地方公営

企業法の全部適用を契機に、平成

15年度に原則として総務省基準に

そった見直しを行い、平成16年度

から適用しているところですが、

見直し後においても課題が残され

ていることから更なる見直しが必

要です。 

 

 

 

  

負担の区分を明確にするととも

に経営改善努力や診療報酬の改定

等の諸条件を盛り込みながら、算

定方式の精緻化も図りつつ繰入金

の額を見直します。 

具体的には、現在進めている新

たな病院情報システム＊の中で診

療科別・疾病別の収支データを適

確に把握分析する仕組みを構築

し、平成19年度を目途に、繰入金

の対象とすべき高度医療を明確に

するとともに、その算定方式を見

直します。 

  

・各県の繰入基準を査収し、繰入金の対象とすべき高

度医療部分の算定方式の集計作業を行っている。 

（平成１７年６月～８月 各県の繰入基準を査収） 

・今後ワーキンググループを立上げ、見直し検討の前

提となる高度医療の精査を行い、高度医療部分の区分

を明確化していく。 

 また、政策医療と一般医療を明確化するため外部委

託も考えていく。 
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3. 経営基盤の確立 

項目 現在の取組状況 今後の取組方針 平成１７年度上半期の取組(進捗)状況 今後の取組計画 

(5)費用の削減 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①材料費の削減 

 ア 薬品の効率的な購入 

平成14年度から薬剤の共同購入

を実施しており、採用薬のうち同

種、同効薬を整理して値引率の有

利な薬品を購入し、薬品費の節減

を図っています。 

 

 

 

 

イ 診療材料の効率的な購入 

Ｘ線フィルム、シリンジ等の診

療材料については、契約部門と医

療技術部門との連携の下、県立病

院全体としての入札・契約方法等

の見直しを行い、効率的な購入に

努めています。 

 

 

ア 薬品､診療材料の効率的な購入 

薬品、診療材料について、共

通化、価格差の解消に取り組

むとともに、病院局において

契約手法、発注方法や書類の

見直し等の検討を行い、スケ

ールメリットを活かした共同

購入方式による効率的な購入

を目指して検討を進めます。

 

イ 薬品､診療材料等の適正管理 

ＩＴを利用して使用状況の把

握、適正在庫の設定、品目数の

整理等を行うなど、効率的に薬

品、診療材料を管理します。ま

た、院内の薬事委員会、診療材

料委員会の充実等により、使用

薬品・材料の品目数の見直しを

行うなど、適正な管理を行いま

す。 

薬品及び診療材料について、

ＳＰＤ＊システムの導入と併せ

て診療材料については、預託方

式による１業者一括購入を検討

します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ア 

・契約制度等検討委員会に医薬品や診療材料等の専

門部会を設置（5月20日施行）し、共同購入・適正

管理方法等の協議を行うこととした。 

・７月８日に診療材料部会、８月２５日に財務会議を

開催し、共同購入等の検討を行った。 

 

 

 

 

イ 

・契約制度等検討委員会に医薬品や診療材料等の専

門部会を設置し、共同購入・適正管理方法等の協

議を行い、医薬品や診療材料等の医薬品や診療材

料等の適正管理の検討に着手した。 

 

○救急医療センター 

  センター独自に診療材料購入方法を改善するこ

ととし、まとめ発注、他メーカー材料一部使用によ

る競争力発生等で、１千万程度の節減見込み。 

 

 

・9月27日、院内物流の見直しや運営効率化等を図る

ため、物流管理（ＳＰＤ）検討委員会設置要綱を制

定するとともに、第１回会議を開催した。 

 

 

 

 

・次年度購入の医薬品は、第3四半期に薬剤部長会議

や医薬品部会開催して、共同購入の品目や契約方法

等を決定する。 

 第4四半期に、入札手続きや契約事務に着手する。

・診療材料は、第3四半期に財務会議や診療材料部会

を開催して、共同購入可能な品目を選出するととも

に、価格交渉等は専門家の指導を受けて実施する。

第4四半期に、共同購入可能な品目の入札手続きや

契約事務に着手する。 

 また、共同購入や共通化が可能な品目を順次拡大し

て経済的な購入に取組む。 

 

・一部の診療材料について預託方式の採用等の検討

を行うとともに適正な在庫管理に努める。 

 

 

 

 

 

 

・物流管理（ＳＰＤ）に取組んでいる先進病院の視察

等を行い、ＳＰＤシステムの導入に向けて取組んで

いく。 

・物流管理（ＳＰＤ）検討委員会を随時開催し、病院

における物の適切な在庫管理に適したシステムを

構築する。 
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3. 経営基盤の確立 

項目 現在の取組状況 今後の取組方針 平成１７年度上半期の取組(進捗)状況 今後の取組計画 

②医療機器の購入方法等の検討 

県立病院で購入する医療機器に

ついて、同一メーカー、同一機種

等の医療機器について、病院局で

共同購入を実施しました。 

中期経営計画における医療機器

の整備について、医療機器の必要

性、費用対効果を踏まえ、機器整

備の優先順位をつけることとしま

した。 

 

 

県立病院の医療機器の購入にあ

たり医療の専門性・特殊性を考慮

した上、同一の用途・機種・メー

カー等に統一を図り、病院局にお

いて共同購入を実施し、価格の低

減を図ります。 

臨床検査機器については、費用

対効果を踏まえた購入方法（外部

委託を含む）等の見直しを行いま

す。 

高額医療機器の購入について

は、診療上の必要性、費用対効果

を考慮し、計画的な整備を行うと

ともに、より競争性を高めるため、

仕様書、入札方法等の見直しを行

い医療機器の廉価購入に努めま

す。 

購入後も機器の稼動状況を検証

するなど、無駄のない医療機器導

入の徹底を図ります。 

 

・契約制度等検討委員会設置要綱を一部改正（５月20

日施行）、今年度購入予定の医療機器の取りまとめを

行った。(５月末) 

・機種選定委員会において、医療機器の共通化や共同

購入を指示した。 

・予算要望済みの来年度整備予定の高額医療機器に

関し、年度末にヒアリングを行って取得一覧表を

作成する。また、入札等の手続きを早期着手する

ことで第一四半期からの稼動に努める。  

・各病院の医療機器整備に当たっては、情報交換を密

に行うことによって、その共通化や共同購入に取組

み経営の効率化を図る。 

③業務委託契約の見直し 

各種業務委託については、平成

17年度の契約の際、債務負担によ

る複数年契約を含めた見直しを行

いました。 

 

 

新たな病院情報システム＊導入

による医事や病歴事務等への影響

を精査し、業務委託内容の見直し

を行うとともに組織の効率化を図

ります｡ 

 

・給食業務委託について、平成１７年度(～２０年度)

の契約を従来の指名競争入札からプロポーザル方式

に変更し、価格以外の要素も総合的に考慮した業者選

定を行った。 

・委託業者に対し、適切な業務を行うよう指導監督に

努める。 

(5)費用の削減 

④人件費の削減 

管理職手当の削減（10％ないし

5％）及び給料の減額（3％ないし

2％）を実施しています。 

退職時特別昇給制度について、

20年以上勤続し、定年・勧奨で退

職した場合について2号給の昇給

から1号給の昇給への削減を実施

しています。 

さらに、平成17年4月1日以降の

退職者については、退職時の特別

昇給を廃止します。 

 

 

 

給料表、諸手当などの給与制度

について、国や他の都道府県立病

院などの動向に留意しながら見直

しを行います。 

業務の見直しや外部委託の拡大

を積極的に行うことによって効率

的な人員配置に努め、人件費の抑

制を図ります。 

 

 

 

・知事部局に準じて、引き続きすべての職員を対象に、

管理職手当の削減（１０％ないし５％）、給料の月額

の削減（管理職は３％、管理職以外は１．８％ないし

は１．５％）を平成１９年７月までの２年間行うこと

とした。 

 

・平成１７年４月１日から退職時の特別昇給制度は、

廃止した。 

 

・人員配置については、平成１８年度組織定数査定の

中で費用対効果を精査するとともに、人件費抑制の観

点から委託・非常勤の活用を検討した。 

・国家公務員や他の都道府県立病院職員及び知事部局

に準じて、平成１８年度からの給与制度の構造改革に

ついて、検討、実施していく。 

 

・病院局独自の調整額、手当の見直しについては、給

与制度の構造改革の状況を踏まえて、引き続き検討し

ていく。 

 

・今後も毎年度組織定数の見直しを行い、引き続き効

率的な人員配置に努めていく。 
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① 県立病院における医師確保に向けた対応について １７．１０．１現在 

 
② 県立病院における医師育成の状況 

項 目 対 象 内   容 実  績 

初期臨床研修 卒後 
1～2 年 

医師法の改正 
H16 年度から必修化 
県立 8 病院では、病院群形式により地域医療と専門医療をバランス良く学べる研修体制を整備 

H16 年度  ７名 

H17 年度 １５名 

H18 年度 １５名 （予定） 

後期研修（レジデント） 卒後 
3～6 年 

専門医資格取得を目指す 
 
県立病院の専門性を生かし､初期臨床研修修了後に引き続き県立病院で研修を行えるよう､研修体制を整備中 

 

H18 年度 １０名  （予定） 

 

 
がん 救急 精神 こども 循環器 東金 佐原 

補

充

が

必

要

な

医

師

数 

麻酔科 ３名 
 
精神科、歯科、皮膚科、眼

科、画像診断等 
 各月１～４回 

 集中治療科２名 
 麻酔科１名 
 
 耳鼻科等 
 各月 1～２回 

 精神科１名 
 
 麻酔科等 

各週３回 

麻酔科１名 
新生児科２名 
集中治療科１名 

 
整形外科、耳鼻科、

眼科、泌尿器科、新

生児科（当直）、形成

外科等 
各月１～２回 

心臓血管外科１名 
 呼吸器科１名 
 整形外科１名 
 
 歯科、眼科、脳神

経外科等 
 各月２～４回 

 循環器内科２名 
 消化器内科２名 
 呼吸器内科１名 
 整形外科１名 
  
 
 内科、皮膚科、泌尿器科等 
  各月１～10 回 

 循環器内科２名（１８年４月見込） 
 脳神経外科１名 
眼科１名 

 皮膚科１名 
麻酔科１名（非常勤） 
小児科２名（１８年４月見込） 

 産婦人科１名（１９年４月見込） 
 
 整形外科、歯科、夜間救急、小児科、放

射線治療科等 
  各月１～12 回 

・ 麻酔医の補完のため、外

科系医師に麻酔技術を指

導し対応 
・ 精神科医療センターから

精神科医師 1 名を派遣

（月 2 回） 
・ 麻酔科、歯科、皮膚科、

眼科、画像診断等パート

医計１４名を雇用 
（月１～４回） 

 

・ 耳鼻科等パート

医計３名を雇用

（月１～２回） 

・ 前救急医療セン

ター医師がパー

ト麻酔科医とし

て勤務（週２回） 
・ 精神科等パート

医計８名を雇用

（月２～７回） 

・ 前こども病院新生

児科医 2 名、耳鼻咽

喉科医 1 名、形成外

科医 1名がパート医

として勤務（週 1～2
回） 

・ 整形外科、眼科、泌

尿器科等パート医

計６名を雇用（月１

～２回） 

・ 歯科、眼科、脳

神経外科等パー

ト医計１３名を

雇用（月２～４

回） 

・ 前東金病院医師がパート透析

科医（１名）及びパート整形

外科医（２名）として勤務（各

週１回） 
・ 前東金病院医師がパート内科

医として勤務（２名）として

勤務（各週１～２回） 
・ 千葉大学より当直内科医（月

２～３名）として勤務（月２

～３回） 
・ 麻酔科、内科、皮膚科、泌尿

器科、血管外科等パート医計

２９名を雇用（月１～１０回） 

・ 人材紹介により循環器科パート医師1名

を採用（H17.10～） 
・ 前佐原病院長がパート整形外科医とし

て勤務（週２回） 
・ 前佐原病院医師がパート医として勤務

（内科４名、脳外科１名各週１～３回） 
・ 前救急医療センター長がパート医（人間

ドック、循環器科担当）として勤務（週

１回） 
・ 内科、歯科、夜間救急、小児科等パート

医計３３名を雇用（月１～１２回） 
・  

措

置

状

況 

麻酔科医１名採用（１７年１

２月１日：人材紹介による） 
 精神科医１名採用

予定（１８年４月１

日） 

  血管外科医２名採用（１８年４月

１日） 
 

今

後

の

対

応

策 

・ 人材紹介の活用（必要な紹介料等については、弾力的に予算措置する）    ・ 病院ホームページへの求人掲載（１７年１０月～） 
・ パート医師の活用（柔軟な勤務形態、報酬）                ・ 臨床研修医、レジデント等の積極的受入れ、促進 
・ 千葉大学をはじめとする各大学医局との連携強化を図る           ・ 医学専門誌等への求人広告掲載 
・ 任期付採用制度の検討（報酬額で有利となる場合あり） 
・ 自治体病院協議会（自治体病院・診療所医師求人求職支援センター）への登録 


